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主 文

１ 本件訴えをいずれも却下する。

２ 訴訟費用は原告らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

１ 主位的請求

渋谷区長が平成１９年１０月３０日付け開発許可第○号をもってした別紙物

件目録記載の土地に係る開発許可が無効であることを確認する。

２ 予備的請求

渋谷区長が平成１９年１０月３０日付け開発許可第○号をもってした別紙物

件目録記載の土地に係る開発許可を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，渋谷区長が別紙物件目録記載の土地（以下「本件土地」という ）。

に係る開発行為について都市計画法（平成２０年法律第４０号による改正前の

もの。以下「法」という ）２９条１項に基づく許可をしたことに関し，本件。

土地の近隣等に居住する原告らが，同許可は，開発許可権限のない者がしたも

のであり，また，法３３条１項に定める開発許可の基準に適合しないという違

法があると主張して，主位的にその無効確認を求め，予備的にその取消しを求

める事案である。

１ 前提事実（争いのない事実及び文中記載の証拠等により認められる事実）

(1) 原告ら

ア 原告Ａは，本件土地の北側に隣接して所在する土地を所有し，同土地上

に建物を所有して，同建物に居住する者である。原告Ｂは，原告Ａの妻で

， 。 （ 「 」 。）あり 同建物に居住する者である 同原告ら 以下 原告Ａら という

の住居は，別紙付近見取図において青線で囲まれた部分にある。

イ 原告Ｃは，本件土地の西側に道路（幅約３．５ｍ）を挟んで所在する土
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地上に建物を所有して，同建物に居住する者である（乙１２ 。同原告の）

住居は，別紙付近見取図において緑線で囲まれた部分にある。

ウ 原告Ｄは，同原告の住所において訴外宗教法人Ｅが所有する建物に居住

する者である。

(2) 本件土地の状況

本件土地は，α駅南方の徒歩圏内に所在し，丘の上の平坦地で，その近隣

は，戸建て住宅のほかは低層のマンションがいくつかある程度の良好な低層

住宅地である（甲５ 。本件開発行為が開始される以前，本件土地には，２）

階建ての外国人向け戸建て賃貸住宅が約２５棟建てられており，建物の間隔

も十分にとられ，樹木が多数茂る緑豊かな住宅地であった（甲６ 。また，）

， ， ，本件土地では 埋蔵文化財調査の段階において 大規模複合遺跡が発見され

竪穴式住居跡，高床式倉庫跡のほか多数の出土品が発見された（甲７の１な

いし５ 。）

(3) 本件開発許可

渋谷区長は，訴外Ｆ株式会社に対し，平成１９年１０月３０日付けで，本

件土地の一部を開発区域とする開発行為（以下「本件開発行為」という ）。

の許可（以下「本件許可」という ）をした。本件開発行為の概要は，以下。

のとおりである（乙５，１０，１１ 。）

ア 公法規制 用途地域 第二種低層住居専用地域

イ 予定建築物の用途 共同住宅

ウ 開発区域面積 1万７２１４．８６㎡

エ 開発行為の内容 区画の変更 建築基準法４２条１項３号道路の廃止

形質の変更 切土最大約４．６ｍ

オ 公共施設の整備 道路 特別区道第×号線，同××号線の整備

（６ｍに拡幅）

公園 提供公園面積６０７㎡
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下水道 公設桝及び取付管

消防用貯水施設 容量１００ｍ3

(4) 予定建築物

ア 本件許可に係る開発区域（以下「本件開発区域」という ）には，地上。

６階・地下２階建て，鉄筋コンクリート造，建物の高さ１７．９５ｍの共

同住宅（賃貸用マンション）１０棟（以下「本件建築物」という ）が建。

築される予定である。本件建築物は，本件開発区域の中央から西側部分に

かけて配置され，長方形の通路状の空間（中庭）を中心として立ち並び，

（ ， ）。外観上は一体的なものとして建築されることが予定されている 甲１ ３

イ 本件建築物については，平成２０年４月１０日，建築確認がされた（甲

９ないし１８ 。）

(5) 原告Ａらは，東京都開発審査会に対し，平成１９年１２月２８日，本件許

， ， ，可の取消しを求める審査請求をしたが 同審査会は 平成２０年７月２８日

同審査請求を棄却する裁決をした（甲８ 。）

， ， 。 ， ，(6) 原告らは 平成２１年１月２７日 本件訴えを提起した また 原告らは

同年７月２日，本件建築物の建築確認の取消しを求める訴えを提起した（当

裁判所に顕著な事実 。）

２ 争点及び当事者の主張の概要

本件の争点は ①原告らについて本件訴えの原告適格が認められるか否か 争， （

点１ ，②原告Ｃ及び同Ｄの取消請求（予備的請求）に係る訴えは同原告らに）

よる審査請求を欠き不適法というべきか否か（争点２ ，③渋谷区長は本件許）

可を行う権限を有するか否か（争点３ ，④本件許可は法３３条１項の定める）

基準に適合しないものとして違法か否か（争点４）であり，これらの点に関す

る当事者の主張の概要は以下のとおりである。

(1) 原告らについて本件訴えの原告適格が認められるか否か（争点１）

（原告らの主張）
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ア 原告Ａら及び原告Ｃについて

(ア) 原告Ａら及び原告Ｃ（以下「原告Ａら及びＣ」という ）は，それ。

ぞれ，本件建築物が地震により倒壊した場合にはその生命身体又は財産

に危害，損害が及ぶおそれがあり，また，本件建築物の日影によって日

常的に日照被害を蒙り，本件建築物によるビル風によってその生活環境

が害され，本件建築物の建築による周辺土地の地盤沈下ないし地盤隆起

のために所有建物に損害が発生するおそれがあるほか，地域の環境に調

和した良好な生活環境を享受する権利及び良好な住生活を営むことがで

きる権利が日常的に侵害される。

(イ) 都市計画法が都市計画区域における開発行為を原則許可制とした趣

旨は，昭和３０年代以降の広範な都市化現象の進行に伴い，不良市街地

が形成され，地方公共団体の公共施設の整備が追いつかず，そのため，

排水施設の不備により周辺に溢水の被害を及ぼし，道路が不備なため円

滑な交通が阻害され，消防活動に支障を来すなどの弊害が生じる結果と

なっていたところ，このような弊害を除去し，都市住民に健康的で文化

的な生活を保障し，機能的な経済活動の運営を確保するためには，総合

的な土地利用計画を確立し，その実現を図ることが必要とされたことに

ある。このように，開発許可制度は，都市計画の実現を図るために極め

て重要な制度として位置付けられている。

ところで，最高裁平成１６年（行ヒ）第１１４号同１７年１２月７日

大法廷判決・民集５９巻１０号２６４５頁（以下「平成１７年判決」と

いう ）は，都市計画事業認可処分の取消訴訟の原告適格について判断。

を示し，都市計画事業の認可に関する都市計画法の規定は，事業に伴う

騒音，振動等によって，事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は生

活環境の被害が発生することを防止し，もって健康で文化的な都市生活

を確保し，良好な生活環境を保全することをも，その趣旨及び目的とす
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るものと解されるとし，事業地の周辺地域に居住する住民に対し，違法

な事業に起因する騒音，振動等によって健康又は生活環境に係る著しい

被害を受けないという具体的利益を保護しようとしたものであって，被

害の内容，性質，程度等に照らせば，この具体的利益は一般的公益の中

に吸収解消させることが困難なものであると判示した。

開発許可制度も 「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り，もって，

国土の均衡ある発展と公共の福祉に寄与すること （法１条）を目的と」

する都市計画法上の制度であり 「健康で文化的な都市生活 （法２条）， 」

を確保すること等を基本理念とする「都市計画」を担保するための制度

であることは前記のとおりであるから，当該開発許可の対象たる土地の

周辺地域に居住する住民に対し，違法な開発行為に起因する騒音，振動

その他の影響によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないと

いう具体的利益を保護しようとするものであり，その具体的利益は一般

的公益の中に吸収解消させることが困難なものであると解すべきであ

る。

したがって，当該開発許可の対象たる土地の周辺地域に居住する住民

のうち当該開発行為が行われることにより騒音，振動その他による健康

又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがある者には，

当該開発許可処分の取消訴訟の原告適格が認められる。

(ウ) 原告Ａら及びＣは，本件開発行為により，①周辺地域の生活環境の

悪化，災害防止上の悪影響，通行の安全上の悪影響，②開発区域からの

， ， ， ，溢水 出水 土砂の流出 ③開発区域内及びその周辺の土地の地盤沈下

地すべり，④開発行為のための工事による騒音，振動などによって，生

命身体の安全，健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるお

それがある。したがって，同原告らは，本件訴訟において原告適格を有

する。
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イ 原告Ｄについて

都市計画区域内で生活する人々は 「都市計画決定の公共性」を考慮し，

て不動産を所有し，管理し，生活を構築しているのであり，計画区域内に

居住する者は，都市計画決定の保護内容につき，保護に値するさまざまな

法的利益を直接に享有する立場にある。このように，都市計画法に基づく

行政処分は，都市計画決定の公共性にかかわるものであって，その処分が

もたらす影響は，都市計画が定められた区域全体に及ぶから，当該処分の

取消しを求める「法律上の利益を有する者」は，当該都市計画区域内に不

動産を所有し，又は居住する者すべてを意味すると解されるべきである。

本件開発区域と同一の特別区内に居住する原告Ｄは，本件開発行為によ

り，都市計画区域による良好な住環境を享受する利益が侵害されるおそれ

があるから，同原告は，本件訴訟において原告適格を有する。

ウ 都市計画区域内の不動産につき権利を有する者の利益の内容

(ア) 都市計画法と建築基準法は実質的に一体の関係にあり，法８条に基

づいて決定された「地域地区」に関する都市計画は，それだけでは当該

都市計画決定が目的としている都市環境を産み出すものではなく，建築

基準法第３章の諸規定が定める各地域地区ごとに具体的に定めている建

築物に関する規制を遵守した建築物が建築されることによって，初めて

当該地域地区に関する都市計画決定が目的とした都市環境が出来上がる

という関係になっている。

このことは，当該地域地区に関する都市計画が定められている区域内

の土地に建築物を建築しようとする者は，その全員が，定められた地域

地区に応じた建築基準法第３章の建築規制を遵守することが義務付けら

れているとともに，それらの建築規制を各自が遵守することによって，

「 」自らも各地域地区に関する都市計画決定が目的とする 良好な都市環境

の中で居住し，又は不動産を利用できるという共通の利益を享受するこ
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とができるということを意味している。

このような，特定の都市計画区域内の不動産につき権利を有する者が

共通して有する利益は 「国益 「社会益」のように国家・社会が有す， 」

る一般的公益とは異なり，その利益を享受し得る個々人の利益と解する

ことができる。都市計画法と建築基準法は，このような個々人の利益を

保護することをもその立法趣旨に含んでいると解することができる。す

なわち，法３条２項が，都市の住民に対して国及び地方公共団体が都市

計画法の目的を達成するために行う措置に協力し，良好な都市環境の形

成に努めなければならないことを求めていることからすると，都市計画

法は，都市の住民を国や地方公共団体による措置の反射的効果を享受す

るだけの客体としてではなく，国や地方公共団体と協働して「良好な都

」 。 ，市環境 を作る主体として位置付けているものと解すべきである また

建築基準法１条は，国民の生命，健康及び財産の保護を謳っており，同

法が個々人の利益を保護する趣旨を含んでいることは疑う余地がない。

以上のような都市計画法と建築基準法の関係と立法趣旨に鑑みれば，

当該都市計画区域内において定められた「良好な都市環境」を作り出す

のは国や地方公共団体とともに「都市の住民」であって，かつ 「都市，

の住民」は，当該都市計画区域における建築規制を互いに遵守すること

に加え，それによって作り出される「良好な都市環境」を協働して守る

こともその責務とされているというべきである。したがって，都市計画

区域内の住民は，当該区域における良好な都市環境を各自が享受できる

という都市計画法及び建築基準法によって保護された利益を有してお

り，それは 「専ら一般的公益の中に吸収」されるものではなく，当該，

建築規制に反した違反行為を自ら訴訟その他の法的手段によって是正さ

せることができるものと解することができる。

(イ) 良好な居住環境を享受し得る利益は，開発区域内の住民にのみなら
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ず，開発区域外の周辺住民にも認められるべきであり，法３３条１項各

号の規定は，明らかに開発区域外の都市環境や都市基盤への影響を想定

し，それに適合していることを開発許可の基準としている。すなわち，

アに述べたところのほかに，同項１号の「予定建築物」は，開発区域外

の住民に対して日照，通風，眺望，圧迫，熱の輻射，倒壊，崩落などの

影響を与えないわけがない。同項２号が定める「環境の保全 「災害」，

の防止 「通行の安全 「事業活動の効率」が，いずれも開発区域内」， 」，

にのみ影響がとどまり，開発区域外への影響が全くないかのごとき認識

は非現実的である。開発区域外の相当規模の道路への接続が明記されて

いることは，開発区域外の道路への影響が考えられるからにほかならな

。 ， ， ，「 」い 同項６号 ９号 １０号等では 周辺の地域における環境の保全

との調和が求められている。同項１１号の「道路，鉄道等による輸送の

」 ， 。便等 は 明らかに開発区域外の施設への負荷を想定しての規定である

（被告の主張）

ア 原告Ａら及びＣについて

(ア) 同原告らは，本件建築物の倒壊等による被害を受けるおそれがある

と主張するが，それらはあくまで本件建築物の建築によって生ずるもの

であって，本件許可によって直接生ずるものではないから，これらの被

害を受けるおそれがあることをもって本件許可に関し原告適格を認める

余地はない。

(イ) また，同原告らが引用する平成１７年判決は，都市計画法１３条１

項柱書きに「都市計画の基準に関して，当該都市について公害防止計画

が定められているときは都市計画がこれに適合したものでなければなら

」 ， ，ない と定められていることなどから 都市計画事業の認可については

事業に伴う騒音，振動等によって事業地の周辺地域に居住する住民に健

康又は生活環境の被害が発生することを防止することがその趣旨，目的
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に含まれると解釈したものであるところ，開発許可制度においては，そ

もそも法１３条１項の適用はないのであるから，事案を異にするという

べきである。そして，法１条や法２条の規定から直ちに，平成１７年判

決の結論を開発許可制度に持ち込むことには根拠がない。

(ウ) もっとも，開発許可制度は，法１条及び２条が定める法の目的，趣

旨及び基本理念の下に，一定規模以上の区域について建築物の建築等を

目的として区画形質の変更を行う場合，これを行政庁の許可にかからし

め，法の定める一定の基準（３３条１項各号）を満たす場合に，これを

解除するという制度として設けられたものであって，①開発許可区域内

の土地について乱開発による不健全な居住環境の出現を防止するととも

に，②都市計画に合致した秩序ある都市開発の実現を目的とするものと

いうことができる。このうち，②の点は，一般的公益を保護するもので

あるが，①の点は，開発区域内において良好な居住環境を享受し得る利

益を個別具体的に保護するものと解される。以上によれば，開発区域外

の周辺住民についても，法２９条１項及び３３条１項各号の規定によっ

て良好な居住環境を享受し得る利益を保護することが想定されているの

であれば，原告適格を認める余地があると解される。

そこで，原告Ａら及びＣが本件開発行為により被る被害として主張す

るところの内容に即して，法３３条１項各号を検討すれば，以下のとお

りである。

① 同項２号については，開発区域内における環境保全，災害防止等を

図るものであることは文言上明らかであるから，同号を根拠に周辺住

民に原告適格を認めることはできない。

② 同項３号については，下水の排水が周辺地域に影響することを考え

れば，周辺住民の良好な居住環境をも保護するものと解する余地はあ

る。しかしながら，原告Ａら及びＣの居宅は，本件開発区域からの雨
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水，汚水などの排水で溢水等の被害を受ける位置関係にない。したが

， 。って 同号を根拠に同原告らの原告適格を基礎付けることはできない

③ 同項７号については，がけなどが隣接地と開発区域の間にあるよう

な場合には，開発区域外の隣接地の住民の生命，身体の安全等が脅か

されることも想定されるので，周辺住民についてもその利益を保護す

る趣旨と解される。しかしながら，原告Ａら及びＣの居宅周辺でがけ

崩れが起こること自体想定し難いし，本件開発区域からのがけ崩れに

より被害を受けることも到底想定できない。したがって，同号を根拠

に同原告らの原告適格を基礎付けることはできない。

④ 同項９号については，開発区域内の自然環境の保全を図ることによ

って良好な都市環境を確保しようとするものであり，開発区域外の住

民が直接具体的な侵害を受けることを防止する趣旨を含むとは認めら

れない。

⑤ 同項１０号については，共同住宅には適用がないから，同号をもっ

て周辺住民の原告適格を認めることはできない。

イ 原告Ｄについて

同原告は，本件開発区域と同一の特別区内に居住する者として，良好な

住環境を享受する利益が本件許可によって侵害されるおそれがあることを

理由として，原告適格があると主張するが，同原告の住居は，本件開発区

域から約２．７ｋｍ離れていることからすると，同原告が主張する利益が

法律上保護されていないことは明らかである。

(2) 原告Ｃ及び原告Ｄの取消請求（予備的請求）に係る訴えは同原告らによる

審査請求を欠き不適法というべきか否か（争点２）

（同原告らの主張）

法５２条は，法２９条１項に基づく開発許可の取消訴訟について審査請

求前置主義を定めているが，開発審査会で出される結論は，公益の実現，
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つまり処分庁が都市計画法又は建築基準法に照らし正しい処分をするとい

う同じ要求に対する行政庁としての最終的かつ統一的結論であるから，審

査請求は，原告適格のある者のうち１人が行えば原告適格を有する者すべ

てが行ったのと同じ意味を持ち，同じ効果を有すると解すべきである。

仮に最高裁昭和５８年（行ツ）第７５号同６１年６月１０日第三小法廷

判決・集民１４８号１５９頁の判示に拠るとしても，同原告らと原告Ａら

とは，本件許可に対し一体的な利害関係を有し，実質的にみれば，原告Ａ

らのした審査請求は同時に同原告らのための審査請求でもあるという関係

にあるから，審査請求の手続が経由されたと同視すべきである。

（被告の主張）

同原告らの予備的請求に係る訴えは，同人らが本件許可に係る審査請求

を行っていないから，不適法であり，却下されるべきである。

(3) 渋谷区長は本件許可を行う権限を有するか否か（争点３）

（原告らの主張）

法２９条１項は，開発許可の権限を都道府県知事又は所定の指定都市等

の長に属するものと定めている。開発許可は，都市計画区域の指定を一定

の場合に変更するのと同じ意義を有する重大な権限であり，都市計画区域

の指定については都道府県知事に限ってその権限が付与されていること

（法５条）に照らすと，法２９条１項の規定は，開発行為の許可権限を有

するものを同項所定の者に限定し，他に委任することはできないことを規

定したものと解すべきである。法令上の権限のない者による開発許可は，

当然無効である。

被告が根拠として主張する地方自治法２５２条の１７の２第１項は 事，「

」 ，務の一部 を市町村が処理することができると規定しているのみであって

権限を委任できるとは規定していない。

（被告の主張）
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地方自治法２５２条の１７の２第１項は，都道府県は都道府県知事の権

限の属する事務の一部を条例の定めるところにより市町村（特別区にも同

条は適用される。同法２８３条１項 ）に処理させることができると定め。

ている（条例による事務処理の特例制度 。そして，東京都は，特別区に）

おける東京都の事務処理の特例に関する条例を定め，法２９条１項の開発

許可権限を各特別区が処理することとした（同条例２条の表７項 。）

地方自治法２５２条の１７の２第１項にいう「事務の一部」とは，文理

からする限り 「都道府県知事の権限に属する事務」の一部と解される。，

また，実質的にみても，開発区域内の土地についてどのように公共施設等

を整備していくかという判断を各特別区の状況に応じてより身近な自治体

である各特別区が行うことは合理的であるから，原告らが主張するように

「事務の一部」を特定の事務の一部と解しなければならない根拠はない。

上記条例により，開発許可の権限の全部を渋谷区長が処理することができ

ると解すべきことは明らかである。

(4) 本件許可は法３３条１項各号の定める基準に適合しないものとして違法か

否か（争点４）

ア 予定建築物の用途制限違反（１号）

（原告らの主張）

本件建築物は，第二種低層住居専用地域における容積率の制限（２００

％）や高さの制限（１２ｍ）を超えているから，違法であり，法３３条１

項１号に適合しない。同号は，予定建築物が「住宅 「共同住宅 「店」， 」，

舗」等の種類において建築基準法の制限に適合していることのみを意味す

るという説明がなされることがあるが，それは誤りである。都市施設の規

模や機能に最も関係のある指標が，容積率，建ぺい率，建築物の高さであ

るから，これらについての適合性も審査されなければならない。

（被告の主張）
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同号の基準は，予定建築物が建築基準法による用途規制を受けるもので

あるときは，その用途が用途規制に適合しているべきである旨を定めるも

のである。本件建築物の用途は共同住宅であるから，第二種低層住居専用

地域の用途規制に反するものではない。原告らの主張は，開発許可処分と

建築確認処分を混同するものである。

イ 道路，公園，広場，空地等の不適切性（２号）

（原告らの主張）

（ 「 」 。）法３３条１項２号に関して都市計画法施行令 以下 法施行令 という

が定める基準は，最低限のものにすぎず，同号のイないしニに記載されて

いる具体的な状況に応じて，道路等が「適当に配置され」ているかどうか

をさらに検討し，これを周辺住民に対して開示した上でその意見を取り入

れ，より適切な内容となるよう手続保障をすることによりその許可は初め

て辛うじて正当化されるものである。

本件許可に係る開発計画では，大規模な共同住宅が建築されるのである

から，相当大規模な公園その他の空地が必要であるところ，提供公園の面

． ， ，積は６０７㎡であり総敷地面積の３ ５％にすぎないから 環境の保全上

災害の防止上等の支障がないような規模又は構造で配置されているとは認

められない。また，本件開発区域の約９０％の部分には縄文，弥生時代の

遺跡が存在し，本件建築物を建築した場合，国民共有の文化的財産が破壊

される。さらに，総戸数１３９戸の住戸を設ける１０棟の中層マンション

を建築するにもかかわらず，公道への出入りが可能な道路は，本件開発区

域の南東部に一箇所設けられるのみである。これらのことからも，環境の

保全上，災害の防止上，通行の安全上等の支障がないような規模又は構造

で配置されているとは認められない。

（被告の主張）

原告らの主張は，法に基づかず，根拠のない主張であり，失当であるこ
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とは明らかである。

ウ 用途配分の不適切性（６号）

（原告らの主張）

本件建築物は，従前の住居環境や他の公益的施設の状況に照らしてみる

と，突出して大規模かつ高層な建物集団である。このこと自体，開発区域

における利便の増進と開発区域及びその周辺の区域における環境の保全と

が図られる用地用途が配分されているとはいえない。

（被告の主張）

法３３条１項６号の基準は，開発区域の面積が２０ｈａ以上の開発行為

に適用されるものである（法施行令２７条）から，本件開発行為には適用

がない。

エ 緩衝帯配置の不適切性（１０号）

（原告らの主張）

法３３条１項１０号が対象とする建築物は，工場には限られず，また，

騒音，振動以外の環境汚染，ビル風，日影及び熱などによる生活環境の侵

害も含まれると解される。本件建築物がこれらの点で周辺住民の住環境に

， ， ，悪影響を与えることがないよう 周辺を十分に広い公園 緑地などで包囲

遮断する配慮が必要であるが，本件開発計画にはそのような観点が欠落し

ている。

（被告の主張）

， ，同号にいう建築物は 一般的には工場を指していると解されているから

同号は本件開発行為には適用がない。

オ 植物の生育の確保の不適切性（９号）

（原告らの主張）

法３３条１項９号を受けて定められた法施行令２８条の２第１項は，高

さ１０ｍ以上の健全な樹木又は樹木の集団については，その存する土地を
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公園又は緑地として配置する等により，保存の措置が講ぜられていること

を求めている。しかしながら，本件開発行為により，大半の樹木は伐採さ

れている。

（被告の主張）

本件開発区域内に高さ１０ｍ以上の樹木は約２０本あったが，広く分散

しており，すべてを保存することができなかったので，法施行令２８条の

２第１項ただし書の「やむを得ないと認められる場合」に該当することか

ら，そのうちの６本をそのまま保存している。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点１（原告らについて本件訴えの原告適格が認められるか否か）について

(1) 行政事件訴訟法９条は，取消訴訟の原告適格について規定するが，同条１

「 」 ，項にいう当該処分の取消しを求めるにつき 法律上の利益を有する者 とは

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され，又は

必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり，当該処分を定めた行政

法規が，不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させる

にとどめず，それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべき

ものとする趣旨を含むと解される場合には，このような利益もここにいう法

律上保護された利益に当たり，当該処分によりこれを侵害され又は必然的に

侵害されるおそれのある者は，当該処分の取消訴訟における原告適格を有す

るものというべきである。

そして，処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有

無を判断するに当たっては，当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみに

よることなく，当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮される

べき利益の内容及び性質を考慮し，この場合において，当該法令の趣旨及び

目的を考慮するに当たっては，当該法令と目的を共通にする関係法令がある

ときはその趣旨及び目的をも参酌し，当該利益の内容及び性質を考慮するに
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当たっては，当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害され

ることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘

案すべきものである（同条２項，平成１７年判決参照 。）

(2) 原告Ａら及びＣは，本件建築物が地震により倒壊した場合，その生命身体

又は財産に危害，損害が及ぶおそれがあり，また，本件建築物の日影によっ

て日常的に日照被害を蒙り，本件建築物によるビル風によってその生活環境

が害されるおそれなどがあるところ，法３３条１項１号は，開発区域外の住

民に対して予定建築物等が日照，通風，倒壊等による影響を及ぼすことを前

提としてこれを保護する趣旨で設けられた開発許可の基準であると解すべき

であるから，原告適格が認められるべきである旨主張する。

しかしながら，そもそも，開発許可の対象となる「開発行為」とは，土地

の区画形質の変更をいう（法４条１２項）ところ，上記の原告らが主張する

上記の不利益は，その性質上，開発許可がされて開発行為が行われること自

体によりもたらされるものではなく，開発行為の後，予定建築物について建

築の確認がされてそれが実際に建築されることによりもたらされる不利益で

あるといわざるを得ない。

また，法３３条１項１号は，開発行為が行われる場合において，予定建築

物等が建築基準法による用途の制限を受けるものであるときは，その用途が

これに適合していることを要する旨の規定であるところ，その趣旨は，予定

建築物等が用途の制限に適合していることについてはその建築の際に改めて

確認されるが，その時点で予定建築物等の立地が否定されることによる混乱

を避けるため，開発行為の段階であらかじめ確認しておく点にあるものと解

される。そして，同号が，審査の基準を「予定建築物等の用途が（中略）用

途の制限に適合していること」と規定していること，また，開発許可申請の

手続においては，予定建築物等の用途を記載した申請書を提出すれば足り，

予定建築物等の詳細を明らかにすることは求められていないこと（法３０条
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１項２号）を勘案すると，開発許可の段階での審査は，予定建築物等が建築

基準法第３章第３節の各規定が定める「建築物の用途」に関する制限に適合

しているか否かに限られ，予定建築物等が地震に対して安全な構造のものか

どうか 同法２０条 や 日影による高さの制限を満たしているかどうか 同（ ） ， （

法５６条の２）といった点は，建築確認の段階で別途審査すべきことが予定

され，開発許可の段階では審査されないことが明らかである。そうすると，

法３３条１項１号は，予定建築物等の倒壊，日影，ビル風などにより周辺住

民等が受ける不利益を保護する規定であると解することはできない。

以上のことからすると，上記の原告らが主張する上記の不利益を理由とし

て，同号に基づき，上記の原告らについて本件許可に係る抗告訴訟の原告適

格を認めることはできないというべきである。このように解したとしても，

上記の原告らは，本件建築物の建築確認の適否を争うことによってその主張

する不利益に関する救済を受ける機会を得ることができ，現に，それに関す

る抗告訴訟を提起していることは前記のとおりであるから，上記の原告らの

保護に欠けることはないと解される。

(3) 原告Ａら及びＣは，本件開発行為により，周辺地域の生活環境の悪化，災

害防止上の悪影響，通行の安全上の悪影響が生ずるおそれがあるところ，法

３３条１項２号は，開発区域外の住民に対して 「環境の保全 「災害の防， 」，

止 「通行の安全」等の点で影響を及ぼすことを前提としてこれを保護す」，

る趣旨のものであると解すべきであるから，上記の原告らについて原告適格

が認められるべきである旨主張する。

そこで検討するに，法３３条１項２号は，開発区域内に設けるべき道路，

公園，広場その他の公共の用に供する空地について，同号イないしニに掲げ

る事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活

動の効率上支障がないような規模及び構造で，その配置と設計をすべきこと

を定めるものであるところ，その趣旨は，開発許可段階で想定される予定建
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築物等の敷地の周辺に，道路，公園，広場等の利便施設を確保しようとする

ものと解される。また，同号は「主として，自己の居住用の住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為以外の開発行為」について適用されるものであ

るところ，その趣旨は，そのような開発行為を行う場合においては，開発行

為を行う者以外の者が開発区域内に居住するなどして開発行為の成果を利用

することになるため，そのような居住者等の利益を特に保護する必要がある

という点にあると解される。以上のような同号の内容と趣旨に照らすと，同

号は，開発区域内の居住者等について，環境の保全，災害の防止，通行の安

全又は事業活動の効率といった利益を図るために，道路，公園，広場等を設

けるべきこととしたものであると解することが相当である。そして，このこ

とを前提とすると，同号が，そのイにおいて「開発区域の（中略）周辺の状

況」を勘案すべきこととし，また，開発区域内の主要な道路が開発区域外の

相当規模の道路に接続するように設計を定めるべきこととしたのは，開発区

域内の空地の配置と道路の接続が適切になされているかどうか等を判断する

に当たり，開発区域外の事情を考慮すべきこととしたものにすぎず，開発区

域外の周辺住民の利益を保護すべきこととしたものとはいえないと解され

る。

なお，仮に，法３３条１項２号について，開発区域外の周辺住民の利益を

保護すべきこととしたと解する余地があるとしても，開発区域内に道路，公

園又は広場を設置すること又は設置しないことにより開発区域外の周辺住民

にもたらされる可能性がある影響は，開発区域内外の道路における車両の通

行態様，開発区域内の緑地の密度，開放的な空間の広さなどの点において従

前よりも負の変化が生じるといったものであり，このような影響は，広い意

味での生活環境の悪化であって，直ちに周辺住民の生命，身体の安全や健康

を脅かしたりその財産に著しい被害を生じさせたりすることまでは想定し難

いところである。そして，このような生活環境に関する利益は，基本的には
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公益に属する利益というべきであって，法令に手掛りとなることが明らかな

規定がないにもかかわらず，法が周辺住民等において上記のような影響を受

けないという利益を周辺住民等の個別的な利益としても保護する趣旨を含む

と解するのは困難といわざるを得ない（最高裁平成２０年（行ヒ）第２４７

）。号同２１年１０月１５日第一小法廷判決・裁判所時報１４９３号５頁参照

しかるに，法３３条１項２号，同号の基準を適用するについて必要な技術的

細目として同条２項に基づいて定められた法施行令２５条並びに都市計画法

施行規則２０条の２及び２１条の各規定は，その内容からして，上記の利益

を周辺住民の個別的な利益として保護する趣旨を含むものと解することはで

きず，他に，この点に関して手掛りとなることが明らかな規定を見出すこと

もできない。

， 。以上のとおりであるから 上記の原告らの主張を採用することはできない

(4) 原告Ａら及びＣは，法３３条１項６号，９号及び１０号が，それぞれ「周

辺の地域における環境の保全」を要件としていることからして，これらの規

定は，周辺住民の良好な住環境をその個別的な利益として保護する趣旨のも

のである旨主張する。

そこで検討するに，同項６号は，公益施設，公益的施設及び予定建築物等

に供される敷地が，開発区域における利便の増進と，開発区域及びその周辺

の地域における環境の保全とが図られるように適切に配分されるような設計

がされることを要する旨を定めているところ，その趣旨は，開発行為を行う

者が，公共施設や公益的施設の管理予定者と協議して（法３２条，法施行令

２３条参照 ，公益施設等に供される敷地を確保しておくべきことを明らか）

にしたものと解される。また，同項９号は，開発区域における植物の生育の

確保上必要な樹木の保存，表土の保全その他の必要な措置に関し，開発区域

及びその周辺の地域の環境の保全が図られるように設計がされることを要す

る旨を定めているところ，その趣旨は，自然環境の保全を図ることによって
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良好な都市環境を確保しようとするものと解される。これらの規定は，公共

施設や公益的施設の設置により得られる利益（６号）や，開発区域における

樹木の保存や表土の保全により得られる利益（９号）を保護しようとするも

のであり，それらの利益は，周辺住民にとって，広い意味での生活環境に関

するものであって，基本的には公益に属する利益であるというべきところ，

これらに関し，周辺住民の個別的利益としてもこれを保護する趣旨を含むと

解すべき手掛りとなることが明らかな規定を見出すことはできない。したが

って，法が上記の利益を周辺住民の個別的利益としても保護する趣旨である

と解するのは困難といわざるを得ない。

これに対し，同項１０号は，開発区域及びその周辺の地域における環境を

保全するため，騒音，振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他

の緩衝帯が配置されるような設計がされることを要する旨の規定であるとこ

ろ，その趣旨は，騒音，震動等による環境の悪化をもたらすおそれがある予

定建築物等について（法施行令２８条の３参照 ，開発許可の申請時点では）

それを具体的に把握することができないという開発許可制度の規制方法から

して，具体的な騒音，振動等の環境障害に対しては本来の公害規制法令によ

る規律を期待するものの，開発許可の段階においても，騒音，振動等に対す

る公害対策のための余地を残しておく点にあると解される。また，法３３条

１項１０号の基準を適用するについて必要な技術的細目として同条２項に基

づいて定められた法施行令２８条の３及び都市計画法施行規則２３条の３の

各規定をみると，開発許可に際し，法３３条１項１０号は，騒音，振動等に

よる環境の悪化を防止するために設けるべき緑地帯その他の緩衝帯につき相

当程度具体的に審査すべきこととしているものと解される。そして，予定建

築物等に起因する騒音，振動等による被害を直接的に受けるのは，開発区域

の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ，その被害の程度は，居住

地が開発区域に接近するにつれて増大するものと考えられるところ，開発区
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域の周辺に居住する住民が，上記の被害を反復，継続して受けた場合，その

被害は，これらの住民の健康やひいては身体等の安全等を脅かすようなもの

にも至りかねない。以上のような同号の趣旨・目的，同号が開発許可を通じ

て保護しようとしている利益の内容・性質等にかんがみれば，同号は，予定

建築物等の用途からみてその騒音，震動等による環境の悪化の被害が直接的

に及ぶことが想定される一定範囲の地域の住民の身体等の安全等を個々人の

個別的な利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきであ

る。そうすると，予定建築物等の用途からみてそれが騒音，震動等による環

境の悪化の被害をもたらすことが予想される場合，直接的な被害を受けるこ

とが予想される範囲の地域に居住する者は，開発許可の取消しを求めるにつ

き同号に基づく法律上の利益を有するものとして，その取消訴訟における原

告適格を有すると解するのが相当である。

しかしながら，本件開発行為における予定建築物等である本件建築物の用

途は，共同住宅であるから，その用途からみて，直ちに騒音，振動による環

。 ， ，境の悪化をもたらす予定建築物等に当たるとはいえない そうすると 騒音

振動の点で被害を受けることを理由として，上記の原告らに同号に基づく原

。 ， ，告適格を認めることはできないといわざるを得ない また 上記の原告らは

本件建築物がもたらす日影及びビル風の被害を受けるとも主張するが，開発

許可に係る申請においては予定建築物等の具体的な形状等が明らかにされな

いことは前記判示のとおりであるから，法３３条１項１０号適合性の判断に

際して，予定建築物等がもたらす日影及びビル風による被害の有無及び程度

が審査されることは予定されていないといわざるを得ない。そうすると，同

号は，日影及びビル風により周辺住民等が受ける不利益を保護する規定であ

ると解することはできない。

， 。以上のとおりであるから 上記の原告らの主張を採用することはできない

(5) 原告Ａら及びＣは，開発区域からの溢水，出水，土砂の流出により生命身
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体の安全等に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるから，上記の原

告らについて原告適格が認められるべきである旨主張する。

そこで検討するに，法３３条１項３号は，排水路その他の排水施設につい

て，同号イ及びロに掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水を有効に排出

するとともに，その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等によ

る被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定め

られていることを開発許可の基準としているところ，その趣旨は，降水量，

開発区域の規模，形状及び周辺の状況等によっては，必要な措置を講じない

ままに開発行為を行うと，下水の排出によって開発区域内及び周辺に溢水等

による被害が生じ，人の生命，身体の安全等が脅かされるおそれがあること

にかんがみ，そのような事態を防止するために，開発行為の段階で排水施設

等の構造及び能力に関する設計内容を審査することとしたものと解される。

そして，溢水等が起きた場合の被害は，開発区域内のみならず開発区域に近

接する一定範囲の地域に居住する住民に直接的に及ぶことが予想される。ま

た，同号の基準を適用するについて必要な技術的細目として法３３条２項に

基づいて定められた法施行令２６条及び２９条並びに都市計画法施行規則２

２条１項及び２６条の各規定をみると，法３３条１項３号は，開発許可に際

し，溢水等による被害を防止するために設けるべき排水施設等について具体

的かつ詳細に審査すべきこととしているものと解される。以上のような同号

の趣旨・目的，同号が開発許可を通して保護しようとしている利益の内容・

性質等にかんがみれば，同号は，溢水等による被害が直接的に及ぶことが想

定される開発区域内外の一定範囲の地域の住民の生命，身体の安全等を，個

々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべき

である。そうすると，開発区域及びその周辺の地域に下水の排出によって溢

水等による被害が生じるおそれがある場合には，当該溢水等による直接的な

被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は，開発許可の取消
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しを求めるにつき法律上の利益を有するものとして，その取消訴訟における

原告適格を有すると解するのが相当である。

これを本件についてみると，証拠（乙５，１２，１５，１６）によれば，

本件開発行為以前において，本件開発区域は，その北西角部分が下り勾配と

なっていたものの，それ以外の部分は高低差の比較的少ない土地であったこ

と，また，本件開発行為により，本件開発区域に盛土されることはなく，本

件建築物の敷地や中庭部分が切土され，従前よりも４ｍ余り地盤が下げられ

， ， ，ることが認められるところ これらの事情からすると 本件開発行為により

本件開発区域からの溢水等により周辺の地域に被害が生じるおそれが従前よ

りも増したということは困難である。また，前記のとおり，原告Ａらの居住

する土地は本件開発区域と接しており，原告Ｃの居住する土地は本件開発区

域と道路を挟んだ位置にあるところ，証拠（乙１２，１６）によれば，原告

Ａらの居住する土地の高さと，同土地付近の本件開発区域の高さは，概ね同

じ水準にあり，かつ，原告Ａらの居住する土地に繋がる東西方向の道路（特

別区道第×××号）は西方に向かって低くなっていること，また，原告Ｃの

居住する土地の高さと同土地付近の本件開発区域の高さも，概ね同じ水準に

あり，かつ，原告Ｃの居住する土地が接する南北方向の道路（特別区道第×

×号）は北方に向かって低くなっていることが認められる。これらの事情か

らすると，仮に本件開発区域から溢水等が生じたとしても，それが上記の原

告らの土地に滞留して，その生命，身体の安全等に対する被害を及ぼす可能

性は極めて低いといわざるを得ない。したがって，上記の原告らは，当該溢

水等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者

に当たるということはできないというべきである。

， 。以上のとおりであるから 上記の原告らの主張を採用することはできない

(6) 原告Ａら及びＣは，開発区域内及びその周辺の土地の地盤沈下，地すべり

により生命身体の安全等に係る著しい被害を直接的に受けるおそれがあるか
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ら，上記の原告らについて原告適格が認められるべきである旨主張する。

そこで検討するに，法３３条１項７号は，地盤の沈下，がけ崩れ，出水そ

の他による災害を防止するため，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その

他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていることを開発許

可の基準としているところ，その趣旨は，開発行為により上記の災害が生ず

るおそれがあるのに，必要な措置を講じないままに開発行為を行った結果，

上記の災害が発生して，人の生命，身体の安全等が脅かされるおそれがある

ことにかんがみ，上記の災害を防止するために，開発許可の段階で，開発行

為の設計内容を十分審査することとしたものと解される。そして，この地盤

沈下，がけ崩れ等が起きた場合における被害は，開発区域内のみならず開発

区域に近接する一定範囲の地域に居住する住民に直接的に及ぶことが予想さ

れる。また，同号の基準を適用するについて必要な技術的細目として法３３

条２項に基づいて定められた法施行令２８条及び２９条並びに都市計画法施

行規則２３条及び２７条の各規定をみると，法３３条１項７号は，開発許可

に際し，地盤沈下，がけ崩れ等を防止するためにがけ面，擁壁等に施すべき

措置について具体的かつ詳細に審査すべきこととしているものと解される。

以上のような同号の趣旨・目的，同号が開発許可を通して保護しようとして

いる利益の内容・性質等にかんがみれば，同号は，地盤沈下，がけ崩れ等に

よる被害が直接的に及ぶことが想定される開発区域内外の一定範囲の地域の

住民の生命，身体の安全等を，個々人の個別的利益としても保護すべきもの

とする趣旨を含むものと解すべきである。そうすると，開発行為により地盤

沈下，がけ崩れ等が生ずるおそれがある場合には，地盤沈下，がけ崩れ等に

よる直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は，開

発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として，その取消訴

訟における原告適格を有すると解するのが相当である（最高裁平成６年（行

ツ）第１８９号同９年１月２８日第三小法廷判決・民集５１巻１号２５０頁
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参照 。）

しかるに，前記(5)で認定した本件開発区域の形状，開発行為の内容，本

件開発区域と上記の原告らが居住する土地との接合状況及び高低差等に照ら

すと，本件開発行為により，がけ崩れが生ずるおそれがあると認めることは

できず，上記の原告らががけ崩れによる直接的な被害を受けることが予想さ

れる範囲の地域に居住していると認めることもできない。また，本件開発行

為により，上記の原告らの土地について地盤沈下等が生ずるおそれがあるこ

とを認めるに足りる的確な証拠はない。

， 。以上のとおりであるから 上記の原告らの主張を採用することはできない

(7) 原告Ａら及びＣは，開発行為のための工事による騒音，振動等によって，

生命身体の安全，健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそ

れがあるから，上記の原告らについて原告適格が認められるべきである旨主

張する。

しかしながら，法３３条１項各号には，開発行為のための工事自体から生

じる騒音，振動等を一定の程度内に規制することを念頭においた基準は見当

たらず，工事自体から騒音，振動等が生じることによって開発許可が違法と

。 ， ，なることはないと解さざるを得ない したがって 工事自体から生じる騒音

振動の被害を受けるおそれがあることを理由として，開発許可の取消訴訟の

原告適格を理由付けることはできないというべきである。このように解した

としても，工事自体から上記の被害が生じた場合には，民事訴訟による救済

を求めること等は妨げられないから，上記の原告らの保護に欠けることはな

いと解される。

(8) 原告Ａら及びＣは，開発許可制度は「都市の健全な発展と秩序ある整備を

図り，もって国土の均衡ある発展と公共の福祉に寄与すること （法１条）」

を目的とする都市計画法上の制度であり 「健康で文化的な都市生活 （法， 」

２条）を確保すること等を基本理念とする「都市計画」を担保するための制
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度であるところ，同様の都市計画法上の制度である都市計画事業に関して平

成１７年判決が判示したとおり，法は，違法な開発行為に起因する騒音，振

動その他の影響によって周辺住民が健康又は生活環境に係る著しい被害を受

けないという具体的利益を保護しようとするものであって，その具体的利益

は一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものであると解すべきであ

るから，上記の原告らについては，開発許可の抗告訴訟について原告適格が

認められるべきであると主張する。

しかしながら，平成１７年判決は，都市計画区域についての都市計画にお

いて定められた都市施設（都市高速鉄道）の整備に関する事業の認可の適否

が争われた事案であるのに対し，本件は，共同住宅の建築の用に供する目的

で行う開発許可の適否が争われている事案であって，適用法条を異にし，そ

れぞれ適法とされる要件の定めが異なるから，それぞれの処分に当たって保

護されるべきものとされる法律上の利益の内容も異なるといわざるを得な

い。したがって，都市計画法上の制度であるという類似性から直ちに，違法

な開発行為に起因する騒音，振動その他の影響によって周辺住民が健康又は

生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益が保護されていると

解すべきであるとする上記の原告らの主張は，採用することができない。

(9) 原告Ｄは，本件開発区域と同一の特別区内に居住する者として，当該区内

において定められた都市計画区域による良好な住環境を享受する利益が本件

許可によって侵害されるから，本件許可を争う原告適格が認められるべきで

あると主張する。しかしながら，同原告の上記主張は，前記(1)で述べたと

ころに照らし，採用の余地はない。

また，原告らは，都市計画法と建築基準法は実質的に一体の関係にあり，

法８条の地域地区が定められている区域内の土地に建築物を建築しようとす

る者は，当該地域地区に応じた建築基準法第３章の建築規制を遵守すること

が義務付けられ，それらの建築規制を各自が遵守することによって，自らも
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当該地域地区に関する都市計画決定が目的とする「良好な都市環境」の中で

居住し，または不動産を利用できるという共通の利益を享受することができ

るところ，この利益は一般的公益ではなく個々人の利益と解すべきであるか

ら，原告らには，本件許可の抗告訴訟に関する原告適格が認められるべきで

ある旨を主張する。

この点，開発行為とは，主として建築物の建築等の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更をいうのであるから（法４条１２項 ，都市計画法に）

より規律される開発行為と，建築基準法により規律されるその後の建築物の

建築とは，一連の社会的な行為の一部をそれぞれ構成するものという意味で

関連するものということができる。しかしながら，都市計画法は，開発許可

の基準に関し，同法３３条１項各号に定める要件を設けるにとどめ，予定建

築物等の具体的な形状，構造等を想定した上で開発行為及びその後の建築の

， ，許否を審査するものとはしておらず 予定建築物等の建築の許否については

建築基準法に基づく建築確認等の段階において行われる仕組みとなっている

ことに照らすと，建築基準法の趣旨及び目的や建築確認の際に適用される同

法の各規定が，周辺住民の個別的利益を保護する趣旨を含むものであるとし

ても，そのような利益を，都市計画法が開発許可の段階においても当然に保

護する趣旨であると解釈することは困難であるといわざるを得ない。もっと

も，予定建築物等がいかなる形状，構造等であったとしても，それが建築さ

れるとすれば建築基準法の趣旨及び目的や同法の各規定により保護されるべ

き周辺住民の個別的利益を害することとなるのが明らかであるといった特段

の事情が，開発許可の段階において認められるとすれば，上記と別異に解す

る余地がないではないとも考えられるけれども，本件において上記のような

特段の事情を認めるに足りる証拠はない。

以上のとおりであるから，原告らの上記主張は採用することができない。

２ 以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件訴えはいずれも
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， ， ， ，不適法であるから これを却下し 訴訟費用の負担について 行政事件訴訟法７条

民事訴訟法６１条，６５条本文を適用して，主文のとおり判決する。

なお，原告らは，第４回口頭弁論期日において，裁判長がした口頭弁論の終結

の宣言に異議がある旨述べた。しかしながら，この口頭弁論の終結の宣言は，裁判

長が合議体の発言機関として行ったものであり，同法１５０条に基づく異議の対象

とはならない。よって，上記異議は不適法であり，却下する。

東京地方裁判所民事第３部

八 木 一 洋裁判長裁判官

高 橋 信 慶裁判官

裁判官谷口豊は，転補のため署名押印することができない。

八 木 一 洋裁判長裁判官


